
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



まえがき 

私たちＪＲ東日本労働組合(略称:東日本ユニオン)は、安全の確立を最

優先課題に掲げ、ＪＲ東日本で働く社員の労働条件の向上と改善をめざ

して、組合員とともに明るく楽しく、時に一緒に悩みながらも真剣に活

動している労働組合です。 

ＪＲ東日本労働組合はＪＲ東日本会社との間で「労働協約」を締結し

ています。また、ＪＲ東日本会社の全支社に対応する「地方本部」があ

り、その他にも仕事別の「協議会」をつくり、同じ業種で働く者同士で

同じ悩みを共有し合いながら、問題解決に向け活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

綱 領 
 

１．私たちは、自由にして民主的な労働運動を基調とし、真に組合員のための労働

運動を探求・創造します。 

 

１．私たちは、組合員の基本的権利を遵守し、労働条件の維持・改善をはかり、経

済的・社会的地位の向上を目指します。 

 

１．私たちは、安全の確立を最優先と位置付け、人命・人権を尊重する企業を構築

し、ＪＲ東日本グループ企業の発展を目指します。 

 

１．私たちは、ＪＲ労働運動の民主的再編の実現を基礎に、日本労働運動の発展を

目指します。 

 

１．私たちは、自由・平等・平和な社会を求める国内外の労働者と連帯し、その実

現を目指します。 

 

 

 



労働組合ってなんだろう 

労働組合は、労働者が、労働条件の維持改善を主な目的として、自主

的・民主的に運営する団体です。 

１ 労働組合はどんな団体か 

みなさんは、「労働組合」と聞くと何をしているところを思い浮かべ

るでしょうか。街頭で演説したり、ビラを配ったりしているところを思

い浮かべる人もいるでしょう。労働組合とは、一体どのような団体なの

でしょうか。 

労働組合は、「労働者が、労働条件の維持改善を主な目的として、自

主的・民主的に運営する団体」です。例えば、賃上げ（賃金の引き上

げ）や夏冬の一時金（ボーナス）について、会社（使用者）と交渉する

のも「労働条件の維持改善」のためです。近年の厳しい労働環境の下で

は、解雇や賃金不払にあう労働者も珍しくないと思われますが、そうし

た個人個人の問題について労働組合が交渉することも「労働条件の維持

改善」にあたります。 

また、労働組合は、会社内のことに限らず、政府に対して様々な政策

の実現を求めるなど、広く政治的・社会的活動を行っていますが、これ

も労働者の経済的な地位向上を図るために必要であることが多く、労働

者の地位向上という大きな目的では一致することになります。 



憲法第 28 条 

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利

は、これを保障する。 

労働組合法第 1 条 

労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進する

ことにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件に

ついて交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を

行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること

並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための

団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 

労働条件の維持改善のためには、使用者と話し合うこと（交渉）が必

要となりますが、一人一人では対等な交渉ができないことも多いと思わ

れます。そこで、対等な立場で使用者と交渉するために、労働者がまと

まって労働組合を結成するわけです。また労働組合は、労働者自身が、

自主的かつ民主的に運営することが必要となります。 

２ 労働組合に関係する法律 

労働組合を結成し交渉する権利は、憲法で保障されています。 

 

  

憲法第 28 条では、以下の３つの権利を保障しています。 

① 労働者が団結する権利 __________________________________ 団結権 

② 労働者が使用者と交渉する権利 ______________________ 団体交渉権 

③ 労働者が要求実現のために団体で行動する権利 ________ 団体行動権 

（争議権） 

この憲法第 28 条で掲げられた権利を、具体的に保障する目的で作ら

れたのが「労働組合法」という法律で、この労働組合法が、労働組合に

関する基本的な法律となります。 

 

 

 



労働組合法第３条（労働者） 

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給

料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 

 

 

労働組合法第１条 

労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促

進することにより労働者の地位を向上させること。 

 

 

労働基準法第２条 

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定す

べきものである。 

 

 

３ 労働者と使用者 

労働組合法では、事務職や技術職、あるいは正社員や契約社員・パー

トタイマーなど、職種や名称は異なっていても、他人に使用され、働い

て得られるお金（賃金）によって生活している人は、みな「労働者」と

なります。 

 

 

 

これに対し、労働者を雇用する立場にある人を「使用者」といいま

す。 

労働組合法では、「使用者の利益を代表する者」が参加している労働

組合は、労働組合法上の労働組合として認めていません。「使用者の利

益を代表する者」とは、具体的に会社の役員、人事課長、社長秘書など

が挙げられますが、名称が同じでも職務内容は会社によって異なること

もあるので、実際には個々のケースで判断されることになります。 

４ 労働者と使用者は対等 

労働者は使用者の定めた労働条件に服する以外にないように見えます

が、法律によって対等な立場が保障されています。 

 

 

 

労働条件対等の原則 

 

 

この労使対等の原則は、集団的労使関係（労働組合と使用者）におけ

る原則なので労働組合への加入が必要です。 



労働組合に加入すると・・・   ～職場で相談・職場で解決～ 

これまでＪＲ東日本では労使間の協議（団体交渉）によって、労働

条件などの改善が取り組まれてきました。 

そのため、これから新しく働き始める職場では既に快適な職場環境

が用意されているかもしれません。 

しかし、労働組合に加入しなくても自分が快適に働くための環境は

維持されるのでしょうか？ 

たとえ現在の労働条件が適切であっても、将来それが維持されると

は限りませんし、不当な扱いを受けないとは言い切れません。また、

職場内で予期せぬトラブルが発生するかもしれません。 

そのようなとき、労働組合に加入していれば自身の問題について、

労働組合に相談をしたり、使用者との団体交渉で解決することができ

ます。同じ会社の労働者で組織された労働組合（企業別組合）なら

ば、職場環境に即したアドバイスを期待することができます。 

 

５ 労働組合に加入する 

労働条件の改善を図りたい、一方的な人員整理を撤回させたい、突然

の配転命令を止めさせたいなどの労働条件に関する問題は個人的に使用

者と話し合って解決を図るには限界があります。そこで対等な立場で、

労働組合と使用者が話し合いや団体交渉によって解決を図ることが望ま

れます。 

あなたが労働者として働くことになり、労働組合に加入することで組

合員となることができます。 

労働組合の目的は「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上」

（労働組合法第２条）です。 

しかし、労働者がおかれている状況は様々ですが、労働組合は労働者

自身が自主的かつ民主的に運営している組織であるため、労働組合によ

ってその活動方針は異なります。 

また、組合規約（組合の事業、組合員の範囲、組合員の権利・義務、

加入・脱退の手続、組合の機関、議決の方法、選挙の方法、組合費、会

計、表彰・制裁など）についても、労働組合によって内容が異なります

ので、加入前にはよく確認することが重要です。 

  

 

  

 

 

 

 

 



ＪＲ東日本労働組合（東日本ユニオン）の活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ ＪＲ東日本と労働組合 

 ＪＲ東日本は、オープンショップ制という形態をとっており、どの労

働組合に所属しても、また、所属しなくても良いという形態をとってい

ます。（※ユニオンショップ制は、組合に加入しなくてはならない） 

 また、ＪＲ東日本の中には、旧国鉄時代から変遷を経て、様々な労働

組合が存在をしています。 

２ ＪＲ東日本労働組合の組合費 

 組合費基礎額（基本給×20／1000）×12 か月です。 

３ 様々な共済制度 

 私たち東日本ユニオンには 2 種類の共済制度があります。 

一つは交運共済に加盟しています。（加入者数は全国で約 18 万人。Ｊ

Ｒ内で唯一、厚生労働省の認可を得ており、組合員と家族の安心と生活

をサポ一卜しています）代表的なものが「総合共済」で、掛金は月額

1,000 円です。この総合共済に入ると、結婚すれば 5 万円が給付さ

れ、出生（3 万円）、小学校入学（1 万円）などの他にも、傷病や死亡

時にも対応しています。また、総合共済以外にも「火災」「地震風水

害」「交通災害」などの各種共済があり、安い掛金でサポートしていま

す。 

 



・交運共済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ふれあい共済 

もう一つは「ふれあい共済制度」です。これは東日本ユニオン独自の 

組合員福祉制度で、加入した組合員が亡くなられたり、高度障害になっ

た場合、残された家族や本人に年金を支払い、支援をする制度です。健

全かつ、安定的な運営をすべく明治安田生命と提携しています。 



４ ２４協定 

労働基準法第 24 条を指します。労基法第 24 条では「賃金は、通貨

で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めてお

り、毎月の賃金は全額払いが原則となっています。その一方で、賃金か

らいわゆる「天引き（賃金控除）」できるものが 2 種類あります。 

一つは法律で「天引きしてもいいよ」と定められているものとして、

所得税や地方税、社会保険料（健康保険や厚生年金）などです。これら

は本人の承諾がなくても天引きすることができます。 

もう一つは、会社と労働組合との間で「労使協定」を結べば「天引き

（賃金控除）ができる」というものです。具体的には「組合費」「共済

の掛け金」「労働金庫等金融機関への返済金等」があげられます。 

もちろん、私たち東日本ユニオンも会社と覚書（協定）を結んでいま

すので、職場などで「賃金控除依頼書」を提出すれば、天引き（賃金控

除）ができるようになっています。 

５ 就業規則と労働協約 

 労働協約は、労働組合と会社側が労働条件に関して合意した内容を文

書にします。そのため、就業規則は会社側が一方的に決めたものである

のに対し、労働協約は労働組合と会社側の協議によって出来上がる合意

なのです。 労働協約は原則として、それを締結した労働組合員にのみ適

用されます。 



労働者が気になるのは、就業規則と労働協約の効力関係です。どちら

が優先されるのでしょうか。その順位はまず労働基準法が最も優先され

ます。ついで労働協約、そして会社の就業規則になっています。 

実は労働協約は就業規則よりも効力が強いのです。 

★ＪＲ東日本労働組合とＪＲ東日本会社で締結している労働協約！！ 

①就業規則第３１条 

会社は、社員が次の各号の１に該当する場合、休職を命ずる。ただし、試用期間中の社員につ

いては、育児休職、介護休職、及び刑事休職のみ適用する。 

※中略（３）経営上の都合により、休職が適当と会社が認めた場合 

 

第７条２項 会社は、前項第３号の定めを適用する場合、組合と協議する。 

②就業規則第 42 条 

会社は、社員が次の各号の１に該当する場合、解雇する。 

※中略（５）業務量の減少その他経営上やむをえない事由により、解雇を必要と認めた場合 

 

第４２条 会社は、組合員が次の各号の１に該当する場合、解雇する。 

   ２ 会社は、前項５項の定めを適用する場合、組合と協議する。 

 

③出向規程第３条 

出向を命ずるにあたっては、出向先の業務内容及び就労条件を明示する。 

２ 事前通知は、原則として発令の１４日前までに行う。 

 

第２０６条 会社は、出向を命ずるにあたって、組合員に出向先の業務内容及び就

労条件を明示する。 

２ 出向期間は、原則として３年以内とする 

３ 事前通知は、原則として発令の１４日前までに行う。 

４ 出向を延長する場合は、第１項及び第３項に準じて取り扱う。 

労働協約 

労働協約 

労働協約 



 組合員と家族のための福利厚生制度のほか、全 12支社に対応する「地方本部」

があり、労働組合として職場の諸問題解決にむけて団体交渉で経営側と議論する

など「会社の発展に責任をもつ」労働組合としての取り組みを進めています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本労働組合 

発責 教育・広報部 

2020年 2月 10日 №170 

 

 

 

 

 

 

私たち東日本ユニオンは、ＪＲ東日本会社と「労働組合が行う共済事業の掛金

及び組合費等の賃金控除に関する覚書」を結んでいます。通称「24控除」と呼ば

れているものです。 

東日本ユニオン組合員は、月々の共済掛金の支払いや労働金庫など金融機関へ

のローン返済や貯金に「給与天引き（賃金控除）」を利用しています。 

いま、労働組合に未加入の方でも東日本ユニオンに加入すれば、賃金控除を利

用することができます。 

 

 

 

 

 

私たち東日本ユニオンには 2種類の共済制度があります。 

一つは交運共済に加盟しています。（加入者数は全国で約 18万人）代表的なも

のが「総合共済」で、掛金は月 1,000 円です。この総合共済に入ると、結婚（5

万円）、出生（3 万円）、小学校入学（1 万円）の給付金のほかにも、傷病や死亡

時にも対応しています。 

また、近年自然災害が多発しています。「火災」「地震風水害」「交通災害」な

どの各種共済保険があり、安い掛金でサポートを受けられるなど、加盟組合（団

体加入）だからこそできる共済制度も充実しています。 

 もう一つは「ふれあい共済制度」です。この制度は東日本ユニオン独自の組合

員福祉制度で、組合員に万が一のことがあったとき、ご遺族や組合員本人に年金

を支払い、生活を支援する制度です。健全かつ、安定的な運営をすべく明治安田

生命と提携しています。 

 

 


